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編集方針
2017年度のCSRレポートは、フルレポートおよび「気候
変動」「自然資本」「スチュワードシップ」「環境不動産」「シ
ニア世代応援レポート」の各特集冊子により構成致しま
す。読者の方に、当グループが特に積極的に行っている取
り組みについて、より理解を深めていただくため、各特集
冊子を発行致します。当グループのその他のCSRへの取
り組みについては、ウェブサイトに掲載致します。

ウェブサイトURL: http://www.smtb.jp/csr/
※�当冊子は、三井住友信託銀行を中心としたグループの事業を
紹介しています。
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多様な生物とそれを育む水、土壌、大気などは、自然資本
と呼ばれます。これらは地球生命を維持する基盤であり、あ
らゆるものに優先し、保全される必要があります。

自然資本の恩恵
人間の生活は自然資本とそれが生み出す生態系サービ

スによって成り立っています。それゆえに自然資本を構成
する自然資源を賢く活用し続けることは、環境保全だけで
なく社会の基盤を固め、経済の発展を持続可能なものにす
ると考えられます。

動物相

基盤サービス
栄養塩循環、土壌形成、一次生産 等

調整サービス
気候調整、洪水制御、水の浄化 等

植物相

供給サービス
食糧、淡水、木材、繊維、燃料 等

文化的サービス
審美的、精神的、教育的 等

水 土壌 大気

自然資本の5要素

生態系サービスの4類型

生物多様性

環境、社会、経済の
全ての基盤となる
自然資本

2017 CSR Report2



自然資本ファイナンス・アラ
イアンスにおける金融機関
のコミットメント

（抜粋）

ローン、投資、保険ポリシーなどあらゆる金融商品・サービスの意思決定プロセスに自然資
本という考え方を統合する場合の方法論開発を支援する。
��（a）�投資先企業の短期・中期・長期的成長の予測におけるESG（環境、社会、ガバナンス）リスク分析に、自然

資本の考え方を取り入れることで、債券や株式の評価に全体的アプローチを適用する。
��（b）�コモディティを含む、自然資本に直接的あるいはサプライチェーンを通じて間接的に多大な影響を与え

る特定セクターのクレジットポリシーに、自然資本を評価する考え方を体系的に取り入れる。

自然資本ファイナンス・アライアンス（旧：自然資本宣言）
三井住友トラスト・ホールディングスは、2012年6月にリオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議（リ

オ＋20）」において国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）が提唱した「自然資本宣言（The Natural Capital 
Declaration）」に署名しました。三井住友トラスト・ホールディングスは国内で唯一の当初からの
署名金融機関です。なお、自然資本宣言は「自然資本ファイナンス・アライアンス（Natural Capital 
Finance Alliance）」と組織を発展的に改組して取り組みを拡大しています。

1．生物多様性の保全に向けた取り組み・支援の実施
� 私たちは、希少種や在来種の保護などに積極的に取り組むとと
もに、企業市民の一員として、生物多様性の保全に向けた活動
の支援に努めます。

２．商品・サービスの提供
� 私たちは、生態系に対する適切な経済的・社会的評価を行い金
融機能を通じた生物資源の持続可能な利用の促進など、生物多
様性の保全に資する商品・サービスの開発・提供に努めます。

３．ステークホルダーとの協働
� 私たちは、ステークホルダーと対話・協働し、生物多様性の保全
に努めます。

４．教育・研修
� 私たちは、グループ各社への本行動指針の徹底と生物多様性の
保全に向けた教育・研修に努めます。

５．情報公開
� 私たちは、生物多様性の保全への取り組み状況を積極的に開示します。

三井住友トラスト・ホールディングスの生物多様性保全行動指針

三井住友トラスト・グループの自然資本の取り組み方針
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ビジネスと生物多様性イニシアティブ・リーダーシップ宣言の取り組み状況
三井住友トラスト・ホールディングスは、2008年5月にドイツで開催された生物多様性条約

第9回締約国会議（COP9） において、ドイツ政府が主導したビジネスと生物多様性イニシア
ティブに賛同し、リーダーシップ宣言に署名しました。その後も本宣言を活動の指針として取り
組みを継続しています。

三井住友トラスト・グループの自然資本の取り組み方針

宣言内容 2016-2017年の取り組み状況

� 1.�企業活動が生物多様性に与える影響について分析を行う
生物多様性に与える影響を評価する投資信託、自然資本へのインパクトを評価基
準に組み込んだ融資商品を引き続き提供した。

� 2.�企業の環境管理システムに生物多様性の保全を組み込み、生物多様
性指標を作成する

CSR推進体制の中で自然資本に関する取り組みについて年度計画を策定し、半
期ごとに実績をレビューしている。

� 3.�生物多様性部門の全ての活動の指揮を執り、役員会に報告を行う担
当者を企業内で指名する

経営企画部CSR推進室長（チーフ・サステナビリティ・オフィサー）が全ての活動
の指揮を執り、経営会議への報告を行っている。

� 4.�２～３年ごとにモニターし、調整できるような現実的かつ測定可能な
目標を設定する

CSRに関する中期計画において自然資本を含む取り組みの目標を設定して、経営
会議でレビューしている。�

� 5.�年次報告書、環境報告書、CSR報告書にて、生物多様性部門における
全ての活動と成果を公表する

自然資本を特集した年次報告書を作成している。CSRレポート、各種イベントに
おいて生物多様性への取り組みを開示している。

� 6.�生物多様性に関する目標を納入業者（supplier）に通知し、納入業者
の活動を企業の目標に合うように統合していく

生物多様性への影響が大きい熱帯雨林の違法伐採に関わるコピー用紙、文房具
の調達への注視を継続。受託事業において株式投資先企業の自然資本の毀損に
つながる活動について、株主としてエンゲージメントを行い、懸念を表明。

� 7.�対話を深め、生物多様性部門の管理システムを引き続き改善していく
ために、科学機関やNGOとの協調を検討する

2013年4月に設立した、企業、政府、自治体、学者、研究機関、NGOなどが参加す
る自然資本研究会の活動を継続。「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」に
おいてWWFジャパンと連携。
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ビジネスと生物多様性イニシアティブ・リーダーシップ宣言・日本メンバーの活動
本宣言に署名する日本企業3社は、ドイツの事務局（Biodiversity in Good Company’ Initiative e.V.）と定期的に電話会

議を開催しています。当グループは、当会議において自然資本の経済価値の計測やグリーンインフラストラクチャーなどにつ
いての欧州の最新動向をアップデートしています。

自然資本研究会
当グループは、2013年4月に企業、政府、自治体、学者、研究機関、NGOなどが参加する自然資本研究会（委員長 佐藤正弘 

東北大学 大学院国際文化研究科准教授）を立ち上げ、定期的に会合を持ち、各メンバーの研究内容をテーマにさまざまな角
度から議論を重ねています。2017年2月に開催した第14回研究会では、「自然資本プロトコルとその活用 自然資本関連の企
業取組事例」というテーマで自然資本コアリション エクゼクティブ・ディレクター マーク・ゴーフ氏、ケリング サステイナビリ
ティ・パフォーマンス・マネージャー バプティスト・カッサン-バーネル氏を招き、自然資本プロトコルの活用方法など活発な議
論を行いました。

エコプロダクツ展
エコプロダクツ展は、毎年12月に東京ビッグサイトで開催される日本最大の環境関連イ

ベントです。
三井住友信託銀行は、公益財団法人 日本生態系協会、公益社団法人 日本ナショナル・

トラスト協会と共同で2007年から「生物多様性」をテーマにブースを出展してきました。
2012年からは、「自然資本」をテーマに掲げ、投融資商品や不動産の取り組み、情報開示、
ナショナル・トラスト支援活動の紹介を通じて自然資本の経済的な意味を解説しています。 エコプロ2016出展ブース
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日本企業にとっての自然資本
多くの資源を海外からの調達に頼る日本企業にとって自

社のサプライチェーンにおける自然資本依存に対する配慮
は、リスク管理上の課題です。

また、国内に営業基盤を持つ企業にとって日本の豊かな
自然資本は、持続的な成長の条件であり、積極的な貢献が
求められます。

グローバル視点での
自然資本への配慮
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環境・社会配慮評価の体制とプロセス

審査部署

お客さま

赤道原則適用案件
についての情報

誓約条項設定

モニタリング

営業担当
店部

赤道原則
所管部署

スクリーニングフォーム

カテゴリー判定

環境影響評価書等

環境・社会影響レビュー

【適用プロセス】 環境・社会配慮の評価手順を定
めた社内運営ルールに従い、赤道原則所管部署が
個別のプロジェクトに関する環境・社会影響の評
価を実施しています。

【環境・社会影響レビューの実施】 プロジェクトの
所在国や業種に応じて、事業者によるプロジェク
トの環境・社会に配慮する対応が、赤道原則が求
める水準を満たしているか否かをレビューした上
で、総合的なリスク判断をします。

【モニタリング】 重要な項目を遵守する旨を融資
契約書に反映させており、それらの重要項目の遵
守状況を報告書などによって定期的に確認してい
ます。

【社内研修】�営業、評価、審査等に携わる関係部門
を対象に定期的な研修を実施し、社内運営の理解
や環境･社会配慮の意識向上に努めています。

赤道原則
三井住友トラスト・グループでは「サステナビリティ方針」のもとに「環境方針」「人権方針」等を定めており、持続可能な社会

の構築を目指すとともに、国際基準のESGリスクマネジメント体制の一層の強化に取り組んでいます。
その一環でサステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ）の特定の手続きを行い、「投融資先の環境・社会への影響に

対する配慮」の重要性が明らかになったことから、2016年2月、三井住友信託銀行はプロジェクトファイナンスなどの融資にお
けるリスクマネジメントとして、意思決定のプロセスに民間金融機関のガイドラインである赤道原則の適用を組み込みました。

三井住友信託銀行は鉱山開発、石油・ガス開発、発電所、石油化学プラント、インフラ整備などの大規模プロジェクトへの
ファイナンスが間接的に自然資本に負の影響を与える可能性があるという認識を持っています。また、環境問題や社会問題を
原因としてプロジェクトが中断した場合の貸出債権の価値が劣化するリスクを回避・低減することも健全な金融機関としての
責務と考えています。

融資における自然資本リスクマネジメント
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石炭、石油、ガス、
その他鉱物

電気機器
エネルギー

重工業
工業製品
輸送機器部品
サービス業農林水産業

0
5%

15%
10%

20%
25%

各地域におけるセクター別の水使用量内訳 土地利用面積の地域別割合

自然資本評価ツールによるアウトプットのイメージ

GHG排出量も同様にセクター
別、地域別に算出される。

日本
中国
アジア（日本、中国除く）
オセアニア
米国
米州（米国除く）
欧州
アフリカ

18％

13％

15％7％

5％

14％

18％

10％

自然資本評価は、企業活動に起因する自然資本への依存度、影響度を調達品目ごと、国・地域ごとに、サプライチェーンを
遡って算定するサービスです。一次サプライヤーからの調達データを活用して算定します。

自然資本評価のメリット
①経営判断に活用可能なサプライチェーンに関する定量的リスク情報の獲得
グローバルなサプライチェーンマネジメントに不可欠な資源利用や、環境負荷に関する隠れたリスク情報が得られます。

②情報開示に利用可能な環境負荷等の定量的情報の獲得
「統合報告」での情報開示や、「CDP」などの調査におけるscope3の回答などに活用可能です。

サプライチェーンの自然資本へのインパクト評価
自然資本評価
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自然資本評価型環境格付融資
企業が事業を継続するためには、資源としての自然資本の持続可能な利用が重要です。グローバル・サプライチェーンにお

ける、自然資本に関する調達リスクの管理が経営戦略上不可欠だという認識が高まってきました。
三井住友信託銀行は、2013年4月、企業の環境に対する取り組みを評価する環境格付の評価プロセスに、自然資本に対す

る影響や、取り組みを評価する考え方を組み込んだ「自然資本評価型環境格付融資」を開始しました。自然資本の評価を融資
基準に組み入れるという取り組みは、世界初の試みで、我が国の環境白書や欧州委員会の報告書等で先進的な事例として取
り上げられました。

環境格付融資
環境格付の評価項目

自然資本評価（オプション）
自然資本の5要素

自然資本評価の対象3項目

戦略と環境マネジメント 動物相

植物相

水使用量

水

土地利用面積

土壌

GHG※排出量

大気

環境格付に基づく融資条件の決定 サプライチェーン上流での環境負荷、
リスク情報をレポーティング

気候変動／温暖化対策
資源循環／汚染対策
製品の環境配慮・環境ビジネス
環境配慮型不動産
生物多様性

自
然
資
本
に
関
す
る

定
性
評
価
を
導
入

（注）�オプションはPwCサステナビリティ合同会社提供のESCHERで算定し、
オプションのみのご利用はできません。

＋
※GHG：温室効果ガス

融資における取り組み
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投資における自然資本リスクマネジメント

Genting
（マレーシア本社）

CASE 1 BHP Billiton
（豪州本社）

CASE 2
パーム油事業会社に
対するエンゲージメントCASE 3

当社質問 当社質問G e n t i n g 社 の 子 会
社 で あ る G e n t i n g 

Plantations社が保有するマレーシア
のプランテーションにおいて水質汚染
の嫌疑が発生しました。地元住民から
RSPO（Roundtable on Sustainable 
Palm Oil：持続可能なパーム油のた
めの円卓会議）宛てで問題提起があっ
たことから、三井住友信託銀行は事実
関係を確認するとともに、事態改善に
向けた取り組み状況についてヒアリン
グを行いました。

RSPOの「持続可能な
パーム油生産のための

原則と基準」を満たしていなかったこ
とから問題改善に向けた環境アセスメ
ントを実施、今後の対応方針について
地元住民と合意に達しておりRSPOか
ら関係者として合意済みとの回答を得
ました。

BHP Billiton社とVale SA社の50％出資会社
であるSamarco社が運営するブラジルのサマ

ルコ鉱山において、ダム決壊事故が発生、少なくとも11人が
死亡しました。Samarco社は当該ダムを修復しましたが、ブラ
ジル当局（IBAMA）から十分な強度が確保されているか確信
が持てないとの懸念が示されています。同社は同事故による
環境への影響については情報開示を行っているものの、ダム
決壊の原因や予防策を明らかにしていないことから、事態改
善に向けた取り組み状況についてヒアリングを行いました。

BHP Billiton社から、ダム決壊事故の回復目
的で設営された団体（Fundacao Renova）が

作成した環境被害の回復状況に係るレポートの開示を受け
ました。

三井住友信託銀行としては同レポートによ
り一定の進展があることは認識できるもの

の、同社が作成したレポートではないことから対応姿勢に問
題があるのではないかとの意見を述べています。また、ブラジ
ル当局（IBAMA）からの懸念事項については一部対応が未了
となっていることから継続して対応するよう促しています。

パーム油は、利便性や健康食品嗜好
の高まりなどにより需要が急増する
一方、乱開発により熱帯森林や生物
多様性減少の要因となっているため、
三井住友信託銀行はマレーシアの
SimeDarby社をはじめとするパーム
油事業関連会社に対して、保護価値の
高い森林や高炭素貯蔵林および泥炭
湿地林の開発を行わないこと、整地や
開発のため焼畑方式をとらないこと、
先住民、労働者の搾取禁止、既存農園
からの温暖化ガス排出量の段階的削
減、現地・海外法令の遵守とベスト・プ
ラクティスを要請しています。

会社側回答

その後の対応

会社側回答

三井住友信託銀行では、国連グローバル・コンパクトやOECD多国籍企業行動指針などの国際規範に照らして、是正が必要
と判断した企業行動について、ISS-Ethix※の責任投資専門チームと協働し、企業と問題解決に向けたエンゲージメントを実
施し、対策の検証を実行します。
※議決権行使助言会社ISSが設立したESGに関するアドバイスを行うコンサルティング会社
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※�リスク対応度を測る基準として、企業のマテリアルバランス報告に着目し、エネルギー、水、廃棄物と売上高との関係をもとに自然資本効率性（Natural�Capital�Efficiency�Index/自然資本1単位
が生み出すサービス量）を低下させてしまう可能性の多寡を指標化し、活用している。

生物多様性企業応援ファンド
2010年、三井住友トラスト・グループは、自然資本の重要な構成要素である生物の多様性の保全や、持続可能な利用など、

グローバルな視点から企業の生物多様性への取り組み状況を評価して投資対象銘柄を選定する日本株ファンドを、世界で初
めて開発しました（三井住友信託銀行調べ）。

投資対象企業の評価軸

運用プロセス

ポートフォリオ
投資ユニバース
国内の上場企業
（新興市場を含む）

生物多様性への
取り組み状況の

評価

生物多様性
企業リスト

リスク対応に積極的な企業
Risk Management

事業活動が生物多様性に及ぼす影響を緩和す
ることに積極的に取り組んでいる企業※

1 事業機会を有する企業
Business Opportunities

生物多様性を保全する技術・サービスを提供
する企業

2 長期目標を設定している企業
Long-Term Goals

生物多様性を保全するアクションプラン等長
期目標を設定している企業

3

STEP1 （日本総合研究所）
生物多様性への取り組み状況の調査・分析

STEP3 （三井住友トラスト・アセットマネジメント）
ポートフォリオの構築

STEP2 （三井住友信託銀行）
投資対象銘柄の選定

資産運用における取り組み（責任投資）
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CSR
調達方針

CSR調達方針
三井住友トラスト・ホールディングスでは「CSR調達

方針」を定め、サプライチェーンにわたって環境・社会
に配慮した商品等の調達に努めています。

CSR調達の実践
三井住友信託銀行はグループ全体でCSR調達を推

進しています。CSR調達の対象として選定した商品の
中から、まず、業務において大量に使用・廃棄する紙の
調達における環境・社会配慮を開始しました。コピー
用紙から対策を実施し、今後はCSR調達の推進品目を
印刷物などに順次拡大していく計画です。

紙製品に関するCSR調達の取り組み
•  サプライヤーに対してコピー用紙、文房具など紙製品における環境・社会配慮の調査
を開始しました。

•  熱帯雨林の違法伐採等、環境・社会配慮に問題のあるコピー用紙は、グループ会社全体
で購入を禁止しています。

•  コピー用紙は原則として古紙配合率100%の用紙を調達することとしています。
•  商品の環境・社会配慮については、Rainforest�Action�Networkなど国内外のNGO
の意見を参考としています。

法令等遵守

公正な取引

サプライヤー
との協働

環境への配慮 社会的課題
への配慮

自社のサプライチェーンにおける自然資本への配慮
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コンソーシアムでの議論
2016年7月に三井住友信託銀行で開催したシンポジウム「サプライチェーンでの企業間

連携 持続可能な紙利用の拡大を目指して」では、紙製品のサプライヤーの企業、業界団体も
参加して原材料調達に関する課題を共有するとともに、課題の解決のためにユーザーとサプ
ライヤーが協力して何ができるかそれぞれの立場から意見を出し合いました。

2017年7月に開催したメンバー会合では、WWFジャパンより東南アジアにおける森林管
理や製紙メーカーの取り組みに関する現状の報告を受け、今後の活動におけるサプライヤー
とのダイアログ、第三者認証制度の活用など、取り組み推進における課題と方策について協
議しました。

持続可能な紙利用のためのコンソーシアム
三井住友信託銀行は、紙の原料調達のために熱帯雨林の

伐採や生態系の破壊が進むことに問題意識を持っています。
同様の認識を共有する紙のユーザー企業やＷＷＦジャパン

（公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン）とともに「持続
可能な紙利用のためのコンソーシアム」を設立し、各企業の
取り組み状況を共有するとともに、サプライヤーに対してよ
り環境・社会に配慮した紙の供給を要請することで、持続可
能な紙利用の社会全体への浸透を目指しています。2013年
に5社で発足したコンソーシアムは、2017年5月には9社に拡
大しています。

持続可能な紙利用のための
コンソーシアムが掲げる紙調達に関する方針
•�信頼できる認証制度と再生紙を優先的に利用すること
•�保護価値の高い森林を破壊していないこと
•�伐採にあたって原木生産地の法律を守り、適切な手続き
で生産されたものであること

•�重大な環境・社会的問題に関わる
事業者の製品を調達しないこと
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自然度が高い地域
不動産価格 → 低
　自然資本 → 高

都市域
不動産価格 → 高
　自然資本 → 低

生物多様性の
質を上げる

エコロジカル・ネットワークで
自然資本、生物多様性を活かす

開発による自然の
減少を食い止める

生きものの
土地を増やす

郊外
不動産価格 → 中
　自然資本 → 中

CASBEE不動産マーケット普及版

JHEP認証制度

自然の価値の金銭的評価

建築物の環境配慮

生物多様性オフセット（ノーネットロスの実現）

ナショナル・トラスト活動

エコロジカル・ネットワークの形成の意味
日々の生活や経済活動は、生物多様性の豊かさ

によって支えられています。さまざまな生きものが
利用する多様な環境を残し、それらをコリドーと呼
ばれる道でつなぐことが「エコロジカル・ネットワー
ク」の構想です。

地域や建物の自然資本へのインパクトを評価し、
管理する手法を開発し、エコロジカル・ネットワー
クを構築することが、国内の自然資本問題の解決と
持続可能な社会の形成につながると考えられます。

日本の豊かな
自然資本の
維持への貢献
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陸域における自然資本の基盤は土地です。エコロジカル・ネットワークの
形成上も連続した土地の確保が不可欠です。しかし、開発による自然破壊だ
けでなく、近年は人口減少により相続未登記や権利が放棄される土地が急
増しています。所有者不明の山林や農地の拡大を防ぎ、管理された自然を維
持拡大することが日本型の自然資本の劣化を抑止する上で有効と考えられ
ます。

三井住友信託銀行は、市民や企業の寄付などにより自然豊かな土地を所有して守る活動を推進
する公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会等を支援し、絶滅危惧種が生息する土地や学術
的に貴重な土地の購入資金を寄付してきました。 2014年には鹿児島県奄美大島に生息する絶滅
危惧種アマミノクロウサギを守るため約8,000m2相当の森の買い取り資金を、2015年には北海道
黒松内町の道内最古の高層湿原である歌才湿原を守るため約1,500m2相当の買い取り資金を寄
付しました。

また、中野支店、所沢・所沢駅前支店、大森支店では売上の一部を公益社団法人 日本ナショナ
ル・トラスト協会に寄付する「社会貢献型自動販売機」を設置し、2017年10月までに首都圏の水源
である秩父の森約2,000m2相当の土地が購入できる寄付を行いました。

中野支店に設置した「社会貢献
型自動販売機」

土地の確保
土地を確保するということ

―ナショナル・トラスト活動の支援

土地購入資金の寄付を通じたナショナル・トラスト活動支援
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三井住友信託銀行では、社会貢献活動に取り組む
公益法人などへの寄付を目的とする「社会貢献寄付信
託」を取り扱っています。これは、「社会の一員として、何
らかの形で社会に貢献したい」という皆さまの想いを、
信託の仕組みを活用してカタチにする信託商品です。
寄付先に公益財団法人 日本生態系協会を指定すると、
国内で絶滅の危機にある生きものの生息地を買い取っ
て自然の中で保護を行うナショナル・トラスト活動の支
援を行うことができます。 

英国発祥の自然保護活動「ナショナル・トラスト」をテーマとしたロビー展を全
国の支店で開催しています（2016年度は73カ店で開催）。

「森の墓苑」は公益財団法人 日本生態系協会が経営主体となって2016年2月千
葉県長生郡にオープンした墓苑です。土砂採掘により森が失われた場所にご遺骨
を埋葬し、木製の墓碑を置いて地元由来の苗木を植えて育てます。墓石などの人
工物は設置しないため、将来は墓苑全体が本物の自然の森になる新しい墓地事業
として注目されています。2017年度は墓苑のある千葉県内の6支店を皮切りに、順
次巡回ロビー展を開催しています。

社会貢献寄付信託の仕組み

• 寄付金領収書の送付
• 活動報告の送付

• 「社会貢献寄付信託」
   のお申し込み
• 寄付先の指定

• 寄付金の送金
   （毎年11月）お

客
さ
ま

寄
付
先

三井住友信託銀行
（受託者）

寄付者に毎年届く「自然の恵みギフト」の例

報告書「トラスト地レポート」
ブナの写真立て ブナのカラトリー

土地の確保

社会貢献寄付信託

全国の支店ロビーにおけるパネル展

千葉支店でのロビー展の様子
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三井住友信託銀行では、全国の支店でCSR活動（愛称：With You活動）に取り組んでい
ます。「自然資本に恵まれてこそ私たちの暮らしは豊かなものになる」という考えのもと、
With You活動の3大テーマの一つに「環境・生きもの応援活動」を掲げ、社員による自然
保護活動や近隣トラスト地へのエコツアー開催、地域・行政などと連携した各種体験への
参加など地域に根差した活動を展開しています。札幌・札幌中央支店では2017年6月、6
回目となる黒松内町へのトラスト地保全再生ツアーを催行し、歌才湿原の管理作業や北
限ブナ林の見学を行いました。

「環境・生きもの応援活動」の一環として、日本の固有種の保全
活動に取り組む支店もあります。一宮支店では2016年8月、環境省
からの認可を受け、民間企業初となる絶滅危惧種「イタセンパラ」
の展示をスタートしました。これは、地域の諸団体が連携して推進
する木曽川流域の環境・生態系保全活動に参画するなかで実現し
たものです。このほかにも、
ニッポンバラタナゴや地域
固有種のメダカなどの絶滅
危惧種をロビーで飼育する
など、「SuMi TRUSTおさ
かなプロジェクト」を全国で
展開しています。

飼育中の
イタセンパラ

SuMi TRUSTおさかなプロジェクト一覧

メダカ
仙台・仙台あおば

メダカ
青葉台

メダカ
小田原

イタセンパラ
一宮

ニッポンバラタナゴ
八尾

ニ
ッ

ポンバラタナゴ

産卵前のメダ
カ

湿原保全のための灌木伐採作業

社員参加型の活動の推進
環境・生きもの応援活動

絶滅危惧種の保護
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生態系、生物多様性に配慮する建築コンサルティング
建物の環境性能を評価認証する「CASBEE-不動産※1」

と敷地の生物多様性を評価する「JHEP（ハビタット評価
認証制度）※2」を併用することにより、不動産の多様な環
境性能を高め、総合的な不動産価値の向上を図ることが
できます。

三井住友信託銀行の建築コンサルティングのメニュー
では生物多様性への配慮を取り入れています。

建物の環境性能は省エネ、温暖化対策、生物多様性、耐久性、資源効率性など
さまざまな指標で評価されます。

建物の価値は経年劣化しますが、生物多様性の価値は生態系の形成ととも
に年を追って高まり、敷地と建物が一体となった価値を維持することにつなが
ります。また、地域や近隣の建築物や緑地などと連携することにより、エコロジ
カル・ネットワークが形成されます。

CASBEE-不動産
（建築環境総合性能評価システム）

JHEP
（ハビタット評価認証制度）

評価・認証の主要観点
• 環境・エネルギー効率性の向上
• 知的・労働生産性、快適性の向上

CASBEE-不動産の評価項目
①�エネルギー／温暖化ガス
②�水
③�資源利用／安全
④�生物多様性／敷地
⑤�屋内環境

評価・認証の主要観点
• 事業前よりも生物多様性価値が向上
• みどりの地域らしさ、動物のすみや
すさ

JHEPの認証要件（新規認証の場合）
①�生物多様性価値の損失ゼロ
②�生物多様性の質が一定水準以上
③�特定外来生物等の使用なし

総合的な不動産価値向上

※1��CASBEE-不動産：国土交通省主導のもと、日本で開発・普及が進められている建物
の環境性能評価システム。三井住友信託銀行も基準制定に関与。

※2��JHEP（ハビタット評価認証制度）:公益財団法人�日本生態系協会が開発した生物多
様性の保全や回復に資する取り組みを定量的に評価・認証する制度。

不動産価値の経年変化（イメージ）

時間

不
動
産
価
値

不動産価値

生物多様性価値

建物価値

都市部における自然資本の回復
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公益信託は、個人や法人が財産を拠出し、公益活動に元利金を提供する仕組みで、信託銀行は、あらかじめ定められた目的に
従って財産を管理・運用しています。

三井住友信託銀行は、1977年に公益信託第1号を受託して以来、受託件数を着実に増加させています。さまざまな公益分
野で助成事業を行っており、国内の自然保護やエコロジカル・ネットワーク構築に貢献するものも含まれています。

「経団連自然保護基金」は、2000年に経団連自然保護協議会から受託した
公益信託で、信託の仕組みを活用し資金供給することで、自然保護活動を支
援しています。日本経団連加盟企業をはじめとする民間企業や個人の寄付
を受け、NPO/NGOなどが行う国内および開発途上地域における自然保護
活動へ助成を行っており、1992年度の設立以来、累計1,287件以上、総額37
億円を超える支援を行ってきました（2017年現在）。アジアや日本を中心と
した世界各国で、生物多様性保全に関わる自然資源管理、希少動植物の保
護のほか、植林や環境教育など、さまざまなプロジェクトを支援しています。

経団連自然保護基金
「サントリー世界愛鳥基金」は、サントリーホールディ
ングス株式会社により、愛鳥活動の充実を図るために
1990年に設立されました。設立以来、28年にわたって国
内外のさまざまな鳥類保護活動を支援しています。近年
は、「鳥類保護団体への活動助成部門」「地域愛鳥活動助
成部門」「水辺の大型鳥類保護部門」の3部門を募集し、
国内外のNGO等に対し、毎年4千万円以上の助成を行っ
ています。

サントリー世界愛鳥基金

長年観察を続けるシマフクロウのつがい

自然資源管理
35.9%

会議支援�2.2% その他�6.2%

調査�11.0%

希少動植物�12.3% 環境教育�16.4%

植林�16.0%

支援事業の
種類別内訳

公益信託を通じた市民活動の支援
さまざまな公益信託分野で助成事業を実施
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持続可能な社会の実現のためには、私たち一人一人がかけがえのない環境の中で生きてい
ることを認識し、行動を変えていく必要があります。国連が推進するESDは、持続可能な社会
づくりの担い手を育む教育です。

三井住友信託銀行は2012年から、映像を活用したESDプロジェクトを通じて、次世代を担
う全国の学校生徒を対象に自然保護の啓発に取り組んでいます。

こちらの
QRコードから
詳しい事例を
ご覧いただけます

次世代への教育 ―ESD（持続可能な開発のための教育）プロジェクト

テーマとなる場所での取材を
グリーンTVジャパンが収録

収録した映像を使って
教材を作成

専門家を講師として招へいし
映像教材を使った授業を実施

プロジェクト全体をまとめた
記録映像を制作

全国の貴重な自然を題材としたESDプロジェクトの流れ

和歌山県 
天神崎

神奈川県 
小網代の森

岡山県
美作・水源の森

神奈川県 
鎌倉市御谷の森

大阪府
ニッポンバラタナゴ

福井県 
中池見湿地

愛知県 
木曽川イタセンパラ
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これまでの取り組み
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●生態系保全の要「芝山湿地」
千葉県立船橋芝山高等学校では、学校ビオトープ「芝山湿地」をフィールドに環境学習をしてい

ます。ここには絶滅危惧種を含む740種が確認されコンクールで金賞を受賞するなど、質の高い
ビオトープとして高い評価を受けています。

2017年2月に実施した授業では、公益財団法人 埼玉県生態系保護協会の堂本事務局長が、周
辺地域の自然環境とのつながりや「関東エコロジカル・ネットワーク」の取り組みについて説明し
ました。生徒たちは、普段の保全活動が河川を軸とした生態系ネットワークの形成に不可欠であ
ること、地域の生態系保全に大きく貢献していることを学び、活動を引き継いでいく大切さについ
て意見を発表しました。

●トキが舞う「佐潟」を目指して
新潟市立赤塚中学校では、隣接するラムサール条約湿地「佐潟」を環境学習のフィールドに白鳥

の飛来数調査や保護を行ってきました。しかし、周辺の宅地化などによって湿地環境の維持管理
が難しくなってきていることから、佐潟の保全活動にも熱心に取り組んでいます。

2017年7月に実施した授業では、公益財団法人 日本生態系協会の関事務局長が、佐潟や佐渡で
撮影した映像教材を使って、佐渡市のトキなどの「生きものを育む農法」や豊かな生態系と人との
共生について説明しました。佐潟保全が持続可能な地域づくりにもつながることを学び、「佐潟の
空にもトキが舞うためには何が必要だろう」「地域おこしのため必要なことは何だろう」など、子供
たちにとって、より広い視野を持って自分たちの活動の課題を見つめ直す良い機会になりました。

学校ビオトープ「芝山湿地」

三井住友信託銀行株式会社　経営企画部CSR推進室
〒100-8233�東京都千代田区丸の内1-4-1
電話�03-6256-6251　ファクス�03-3286-8741　ホームページ�http://www.smtb.jp/csr/

• 本提案書に基づく三井住友信託銀行からの提案につきましては、貴社自らその採否をご判断ください。
•  本提案書における三井住友信託銀行からの提案を貴社が採用されない場合にあっても、三井住友信託銀行との他のお取引について貴社が不利益な扱いを受けることはありません。また、
三井住友信託銀行は本提案書における提案を貴社が採用されることを貴社との他のお取引の条件とすることはありません。

新潟市立赤塚中学校で実施した授業

ラムサール条約湿地「佐潟」
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